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「医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について」の一部改正について 

 

 

保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知要求制限については、「医療保険の被保険者等記

号・番号等の告知要求制限について」（令和２年 10月５日付け保保発 1005第１号・保国発 1005

第１号・保高発 1005 第１号厚生労働省保険局保険課長・国民健康保険課長・高齢者医療課長連

名通知）によりその基本的な考え方を整理しているところである。 

今般、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26年法律第 50号）及び児童福祉法（昭

和 22 年法律第 164 号）が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の

一部を改正する法律（令和４年法律第 104号）により改正され、本日付で施行されたこと等を受

けて、同通知を別添のとおり改正することとしたので、内容について御了知いただくとともに、

適切に運用いただくようお願い申し上げる。 

 

 

殿 


